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(57)【要約】
　
【課題】　他モダリティ画像の効率的な取り込みを可能
とする医用画像処理装置、超音波診断装置及び医用画像
取込方法を提供することにある。
【解決手段】　接続部１８は、外部の記憶媒体を接続し
、データチェック部１３は、検査対象画像と比較画像と
を並列表示する機能の実施の有無を判定し、候補決定部
１４は、前記データチェック部１３により判定された前
記機能の実施の有無に応じて、前記接続部１８に接続さ
れた外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像の
うち前記比較画像の候補となる複数の医用画像を決定し
、表示部１５は、前記決定された複数の医用画像が優先
的に配列されたリストを表示し、データ取込部１６は、
リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択さ
れた医用画像を、前記比較画像として前記接続部に接続
された外部の記憶媒体から取り込む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の記憶媒体を接続するための接続部と、
　検査対象画像と比較画像とを並列表示する機能の実施の有無を判定する判定部と、
　前記判定部により判定された前記機能の実施の有無に応じて、前記接続部に接続された
外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像のうち前記比較画像の候補となる複数の
医用画像を決定する決定部と、
　前記決定された複数の医用画像が優先的に配列されたリストを表示する表示部と、
　前記リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択された医用画像を、前記比較
画像として前記接続部に接続された外部の記憶媒体から取り込む取込部と、
　を具備する医用画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、本発明の実施形態は、他モダリティ画像を取り込むための医用画
像処理装置、超音波診断装置及び医用画像取込方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、生体内情報の画像を表示する診断装置であり、Ｘ線診断装置やＸ線
コンピュータ断層撮影装置などの他の医用画像診断装置に比べ、安価で被曝がなく、非侵
襲性に実時間で観測するための有用な装置として利用されている。超音波診断装置の適用
範囲は広く、心臓などの循環器から肝臓、腎臓などの腹部、抹消血管、産婦人科、乳癌の
診断などに適用されている。
【０００３】
　ところで、超音波診断装置には、例えばＣＴ画像やＭＲ画像のような他モダリティの医
用画像（他モダリティ画像）を参照しながら診断または治療を行うことができるフュージ
ョン機能（Ｆｕｓｉｏｎ機能）を有するものがある。このフュージョン機能によれば、例
えば外部から超音波診断装置に他モダリティ画像（ＤＩＣＯＭ医用画像データ）を取り込
み、当該取り込まれた他モダリティ画像を当該超音波診断装置において取得された画像と
並べて表示することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－０９４１８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した外部から超音波診断装置への他モダリティ画像の取り込みは、外部記憶媒体（
例えば、光学メディアやＵＳＢメモリ）を介して行われる場合が多い。これは、超音波診
断装置へ取り込まれる他モダリティ画像が他施設や院内の他部門から提供される場合が多
いためである。
【０００６】
　近年では、記憶媒体の大容量化が進んでおり、１つの記憶媒体に多くのデータを格納す
ることが可能である。このため、外部記憶場体を介して他モダリティ画像を超音波診断装
置に取り込もうとした場合に、当該外部記憶媒体内に様々な医用画像が混在していること
が想定される。
【０００７】
　このような場合において、外部記憶媒体内に格納された様々な医用画像の中から適切な
他モダリティ画像を選択して取り込むことは、操作者にとって手間がかかり、効率的でな
い。
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【０００８】
　よって、外部記憶媒体内に格納された様々な医用画像の中から所望の他モダリティ画像
を素早く取り込める仕組みが必要である。
【０００９】
　目的は、他モダリティ画像の効率的な取り込みを可能とする医用画像処理装置、超音波
診断装置及び医用画像取込方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、外部の記憶媒体を接続するための接続部と、検
査対象画像と比較画像とを並列表示する機能の実施の有無を判定する判定部と、前記判定
部により判定された前記機能の実施の有無に応じて、前記接続部に接続された外部の記憶
媒体に格納されている複数の医用画像のうち前記比較画像の候補となる複数の医用画像を
決定する決定部と、前記決定された複数の医用画像が優先的に配列されたリストを表示す
る表示部と、前記リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択された医用画像を
、前記比較画像として前記接続部に接続された外部の記憶媒体から取り込む取込部と、を
具備する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】本実施形態に係る超音波診断装置１０の処理手順を示すフローチャート。
【図３】本実施形態において表示部１５によって表示されたリストの一例を示す図。
【図４】第２の実施形態に係る超音波診断装置１０の処理手順を示すフローチャート。
【図５】本実施形態において表示部１５によって表示されたリストの一例を示す図。
【図６】第３の実施形態に係る超音波診断装置１０の処理手順を示すフローチャート。
【図７】本実施形態において表示部１５によって表示されたリストの一例を示す図。
【図８】第４の実施形態に係る超音波診断装置１０の処理手順を示すフローチャート。
【図９】検査情報保持部１２に保持されている穿刺治療履歴情報のデータ構造の一例を示
す図。
【図１０】本実施形態において表示部１５によって表示されたリストの一例を示す図。
【図１１】第５の実施形態に係る超音波診断装置１０の処理手順を示すフローチャート。
【図１２】本実施形態において表示部１５によって表示されたリストの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、各実施形態について説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　まず、図１を参照して、第１の実施形態について説明する。
【００１４】
　本実施形態に係る医用画像処理装置は、医用画像を処理するためのコンピュータである
。医用画像処理装置は、医用画像診断装置に組み込まれてもよいし、ワークステーション
など専用の画像処理装置でも良い。医用画像処理装置は、具体的には、例えばＸ線診断装
置、コンピュータ断層撮影装置（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＣＴ）、核
磁気共鳴画像装置（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ：ＭＲＩ）
などに組み込まれる。しかしながら、以下の説明を具体的に行うため、医用画像装置は超
音波診断装置に組み込まれているとする。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成を示す。図１に示すように、本実
施形態に係る超音波診断装置１０は、検査実施部１１、検査情報保持部１２、接続部１８
、データチェック部１３、候補決定部１４、表示部１５、データ取込部１６及びデータ格
納部１７を含む。
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【００１６】
　なお、超音波診断装置１０は、各機能を実現するためのハードウェア構成、またはハー
ドウェアとソフトウェアとの組み合わせ構成として実現されている。ソフトウェアは、予
め記憶媒体またはネットワークからインストールされ、その機能を実現させるためのプロ
グラムからなる。
【００１７】
　検査実施部１１は、超音波診断装置１０における超音波診断（検査）を行う。具体的に
は、検査実施部１１は、超音波プローブを介して被検体に対して超音波を送受信すること
によって得られるエコー信号に基づいて超音波画像を生成する。
【００１８】
　ここで、検査実施部１１について詳細に説明すると、検査実施部１１は、図示しない超
音波プローブ、送受信制御部及び画像生成部等を含む。
【００１９】
　超音波プローブは、送受信制御部からの駆動信号を受けて超音波を発生し、被検体から
の反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子と、当該圧電振動子に設けられる整合層
と、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等とを有している
。超音波プローブから被検体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体内組織の音
響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブに受信
される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連続面における音響インピー
ダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが移動している血流や心臓壁等の
表面で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分
に依存して、周波数偏移を受ける。
【００２０】
　送受信制御部は、超音波プローブを介して被検体に対して超音波を送受信して、走査面
に関するエコー信号を発生する。送受信制御部によって発生されたエコー信号は画像生成
部に供給される。
【００２１】
　具体的には、送受信制御部は、パルス発生器、送信遅延部及びパルサ等を有している。
パルス発生器は、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を
形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。送信遅延部は、チャンネル毎に超音波
をビーム状に集束し、かつ、送信指向性を決定するのに必要な遅延時間を、各チャンネル
のレートパルスに与える。パルサは、チャンネル毎にレートパルスに基づくタイミングで
超音波プローブに駆動パルスを印加する。
【００２２】
　また、送受信制御部は、プリアンプ、受信遅延部及び加算器等を有している。プリアン
プは、超音波プローブを介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増幅する。受信
遅延部は、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え
、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応
じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総
合的なビームが形成される。
【００２３】
　画像生成部は、送受信制御部からのエコー信号に対して例えばＢモード処理を実行する
ことによって、当該エコー信号の強度を輝度で表現するＢモードデータを発生する。画像
生成部は、このＢモードデータをモニタ等に表示可能な画像データに変換する。これによ
り、画像生成部は、表示画像としての超音波画像（Ｂモード画像）を生成する。なお、Ｂ
モード画像の画素は、Ｂモード信号の強度に応じた輝度値を有している。
【００２４】
　ここでは、説明の便宜上、Ｂモード処理について説明したが、例えばカラードプラモー
ド、Ｍモード、連続波ドプラ、パルス波ドプラモード等の他のモードの処理を、適宜、組
み合わせてもよい。
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【００２５】
　上記したように検査実施部１１（に含まれる画像生成部）によって生成された超音波画
像は、例えばモニタ等に表示される。
【００２６】
　ここで、超音波診断装置１０は、例えばＣＴ画像やＭＲ画像のような他の医用画像診断
装置によって撮像された医用画像（他モダリティ画像）を参照しながら超音波検査を行う
ことが可能なフュージョン機能を有する場合がある。このフュージョン機能によれば、上
記した検査実施部１１によって生成された超音波画像と他モダリティ画像とを位置合わせ
して同時表示することができる。
【００２７】
　検査情報保持部１２は、上記した検査実施部１１において行われた超音波検査に関する
情報（以下、検査情報と表記）を保持する。検査情報保持部１２に保持される検査情報に
は、例えば超音波画像が撮像された撮像部位、当該超音波画像が生成された際の検査モー
ド（画像モード）等が含まれる。また、詳細については後述するが、検査情報保持部１２
には、超音波診断装置１０における過去のフュージョン機能に関する実績を示す情報（以
下、実績情報と表記）が含まれる。
【００２８】
　接続部１８は、外部の記憶媒体と接続可能に構成された入出力インターフェースである
。例えば上記したフュージョン機能において利用される他モダリティ画像を含む複数の医
用画像（データ）及び当該医用画像の付帯情報が格納された外部の記憶媒体（以下、外部
メディアと表記）が接続部１８に接続される。具体的には、複数の医用画像（データ）と
当該医用画像各々の付帯情報とは、ＤＩＣＯＭ規格に準拠したデータ構造を有しており、
ＤＩＣＯＭによって定義されたディレクトリ構造（ＤＩＣＯＭＤＩＲ）で各種外部メディ
アに記録される。この外部メディアには、例えば光学メディアやＵＳＢメモリ等が含まれ
る。また、外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報には、当該医用画像を撮像
した医用画像診断装置の機種名等が含まれる。また、付帯情報には、画像方向（（0020,0
037） ImageOrientationPatient）、ピクセルサイズ（（0028,0030） PixelSpacing）、
マトリクスサイズ（（0028,0010） Rows、及び（0028,0011） Columns）、リスケール（
（0028,1052） RescaleIntercept 、及び （0028,1053） RescaleSlope、及び （0028,10
54） RescaleType）、画像ポジション（（0020,0032） ImagePositionPatient）、光度解
釈（（0028,0004） Photometric Interpretation）、SOP Class UID（（0008,0016） SOP
ClassUID）等が含まれる。
【００２９】
　データチェック部１３は、上記した外部メディアが超音波診断装置１０に接続された場
合に、例えば超音波診断装置１０のシステム情報（フュージョン機能オプションの有無）
等に基づいて、フュージョン機能の実行の有無を判定する。以下の説明を具体的にするた
め、超音波診断装置１０がフュージョン機能を有している場合、データチェック部１３は
フュージョン機能を実行するものとする。なお、超音波診断装置１０がフュージョン機能
を有している場合でも、データチェック部１３は、さらに、操作者によるフュージョン機
能の実行の有無の設定によりフュージョン機能の実行の有無を判定してもよい。データチ
ェック部１３は、超音波診断装置１０がフュージョン機能を有していると判定された場合
、付帯情報内の、画像方向（（0020,0037） ImageOrientationPatient）、ピクセルサイ
ズ（（0028,0030） PixelSpacing）、マトリクスサイズ（（0028,0010） Rows、及び（00
28,0011） Columns）、リスケール（（0028,1052） RescaleIntercept 、及び （0028,10
53） RescaleSlope、及び （0028,1054） RescaleType）、画像ポジション（（0020,0032
） ImagePositionPatient）、光度解釈（（0028,0004） Photometric Interpretation）
、SOP Class UID（（0008,0016） SOPClassUID）等の情報有無や格納された値に基づいて
、当該外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち上記したフュージョン機能に
おいて利用されない医用画像を特定する。
【００３０】
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　候補決定部１４は、超音波診断装置１０と接続された外部メディアに格納されている複
数の医用画像のうち、検査実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョン機能
において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を決定する。この場合、
候補決定部１４は、検査情報保持部１２に保持される実績情報及びデータ取得部１３によ
って取得された複数の医用画像の付帯情報に含まれる機種名に基づいて決定処理を実行す
る。
【００３１】
　表示部１５は、超音波診断装置１０と接続された外部メディアに格納されている複数の
医用画像（を表すデータ）の各々をリスト表示する。具体的には、表示部１５は、外部メ
ディアに格納されている複数の医用画像の各々を表すデータを表示する。この際、表示部
１５は、候補決定部１４によって決定された医用画像を表すデータを優先的に表示する。
つまり、表示部１５は、候補決定部１４によって決定された医用画像の優先順位を他の医
用画像より高くしてリスト表示する。なお、表示部１５は、上記したデータチェック部１
３によって特定された医用画像については非表示とする。
【００３２】
　データ取込部１６は、表示部１５によってリスト表示された医用画像のうち超音波診断
装置１０の操作者によって選択（指定）された医用画像（及び当該医用画像の付帯情報）
を外部メディアから取り込む。このとき、データ取込部１７によって取り込まれた医用画
像は、データ格納部１８に格納される。
【００３３】
　次に、図２のフローチャートを参照して、本実施形態に係る超音波診断装置１０の処理
手順について説明する。
【００３４】
　ここでは、検査実施部１１によって超音波検査が実施され、被検体に関する超音波画像
が生成されて、例えばモニタ等に表示されているものとする。このとき、検査実施部１１
による超音波検査に関する検査情報が検査情報保持部１２に保持される。
【００３５】
　また、検査情報保持部１２には、超音波診断装置１０（及び他の装置）における過去の
フュージョン機能に関する実績を示す実績情報が保持されている。具体的には、実績情報
には、過去にフュージョン機能において利用された他モダリティ画像を撮像した医用画像
診断装置（例えば、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置及び磁気共鳴イメージング装置等）の
機種名及び当該医用画像診断装置によって撮像された他モダリティ画像が当該フュージョ
ン機能において利用された回数（つまり、表示された回数）が対応づけて含まれている。
【００３６】
　ここで、接続部１８に外部メディアが接続されたものとする。この場合、超音波診断装
置１０においては、外部メディアとの接続が検出される（ステップＳ１）。
【００３７】
　なお、超音波診断装置１０と接続された外部メディア（以下、単に外部メディアと表記
）には、複数の医用画像（データ）及び当該医用画像の付帯情報が格納されているものと
する。また、医用画像の付帯情報には、当該医用画像が撮像された被検体（患者）を識別
するためのＩＤや名前、当該医用画像が撮像された撮像日（検査日）、当該医用画像が撮
像された被検体の撮像部位、当該医用画像を撮像した医用画像診断装置の種別（モダリテ
ィ）、当該医用画像診断装置の機種名等が含まれる。
【００３８】
　外部メディアとの接続が検出された場合、データチェック部１３は、超音波診断装置１
０がフュージョン機能を有しているか否かを判定する（ステップＳ２）。この場合、デー
タチェック部１３は、図示していない記憶部に記憶されている超音波診断装置１０のシス
テム情報（例えば、フュージョン機能オプションの有無）等に基づいて判定処理を実行す
る。
【００３９】
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　なお、データチェック部１３は、例えば超音波診断装置１０が備える超音波プローブが
フュージョン機能における位置合わせを行うために必要な位置センサ付きプローブである
か否か、または当該位置センサ付きプローブがアクティブ状態であるか否か等に基づいて
判定処理を実行してもよい。ここでは、位置センサ付きプローブについて説明したが、例
えば穿刺プローブであるか否かに基づいて判定処理を実行しても構わない。更に、超音波
診断装置１０がフュージョン機能を使用する可能性の高いモード（例えば、ＣＨＩ－ＭＦ
ＩモードやＴＨＩモード）で動作中あるか否かに基づいて判定処理を実行しても構わない
。
【００４０】
　データチェック部１３は、超音波診断装置１０がフュージョン機能を有していると判定
された場合（ステップＳ２のＹＥＳ）、外部メディアに格納されている複数の医用画像の
中からフュージョン機能において利用されない医用画像を特定する（ステップＳ３）。フ
ュージョン機能において利用されない医用画像には、例えばＣＴ装置等でスライス断面の
位置を示すために付加される画像（フュージョン機能においてボリュームデータに使用し
ない画像）であるスキャノ像やフュージョン機能のために必須の情報が不足している画像
等が含まれる。具体的には、データチェック部１３は、付帯情報について、１．画像方向
（（0020,0037） ImageOrientationPatient）が設定されていない場合、あるいは設定さ
れているが装置側と同一の画像方向が設定されていない場合、２．ピクセルサイズ（（00
28, 0030） PixelSpacing）が設定されていない場合、３．マトリクスサイズ（（0028,00
10） Rows、及び（0028,0011） Columns）が設定されていない場合、４．リスケール（（
0028,1052） RescaleIntercept 、及び （0028,1053） RescaleSlope、及び （0028,1054
） RescaleType）が設定されていない場合、５．画像ポジション（（0020,0032） ImageP
ositionPatient）が設定されていない場合、６．光度解釈（（0028,0004） Photometric 
Interpretation）が設定されていない場合、あるいは設定されているが装置で表示できる
形式でない場合、７．SOP Class UID（（0008,0016） SOPClassUID）がＦｕｓｉｏｎ対象
とする画像種（CT Image、MR Image、PET Image、Enhanced CT Image等）でない場合には
当該医用画像をフュージョン機能において利用されない医用画像として特定する。
【００４１】
　このステップＳ３の処理により、フュージョン機能の観点での後述する表示部１５によ
って表示される医用画像（を表すデータ）の絞り込みが行われる。
【００４２】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、検査
実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョン機能において同時表示される他
モダリティ画像の候補となる医用画像（以下、候補画像と表記）を決定する。本実施形態
において、候補決定部１４は、フュージョン実績に基づく候補画像を決定する（ステップ
Ｓ４）。
【００４３】
　ここで、本実施形態における候補決定部１４によるフュージョン実績に基づく候補画像
の決定処理について具体的に説明する。
【００４４】
　この場合、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像の各々に
対して以下に説明する処理を実行する。以下、この処理の対象となる医用画像を対象医用
画像と称して説明する。
【００４５】
　まず、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている対象医用画像の付帯情報に含
まれる機種名（当該対象医用画像を撮像した医用画像診断装置の機種名）を取得する。
【００４６】
　次に、候補決定部１４は、取得された機種名が検査情報保持部１２に保持されている実
績情報に含まれるか否か（つまり、当該機種名の医用画像診断装置によって撮像された他
モダリティ画像がフュージョン機能において利用されたことがあるか否か）を判定する。
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候補決定部１４は、取得された機種名が実績情報に含まれると判定された場合、対象医用
画像を候補画像として決定する。
【００４７】
　このとき、候補決定部１４は、取得された機種名に対応づけて検査情報保持部１２に保
持されている実績情報に含まれる回数（フュージョン実績）を取得する。ここで取得され
た回数は、対象医用画像を撮像した医用画像診断装置（の機種）によって撮像された他モ
ダリティ画像が過去にフュージョン機能において利用された回数を示す。
【００４８】
　候補決定部１４は、上記したような処理を外部メディアに格納されている複数の医用画
像の各々に対して実行することにより、当該複数の医用画像の中から候補画像が決定され
、当該候補画像毎にフュージョン実績（回数）が取得される。
【００４９】
　なお、ここでは外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報に含まれている機種
名が検査情報保持部１２に保持されている実績情報に含まれる場合に当該医用画像を候補
画像として決定するものとして説明したが、上記したフュージョン実績が例えば予め定め
られた値以上である医用画像を候補画像として決定するような構成としても構わない。
【００５０】
　また、ここで候補画像として決定される医用画像は、上記した検査実施部１１による超
音波検査が実施された被検体（患者）を撮像することによって得られた医用画像であるも
のとする。医用画像を撮像した被検体は、当該医用画像の付帯情報に含まれるＩＤ等から
識別可能である。
【００５１】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、候補
画像として決定された医用画像が優先的に表示されるように並び替えを行う（ステップＳ
５）。この場合、候補決定部１４は、候補画像として決定された医用画像が他の医用画像
に比べて上位に配置されるように並び替えを行う。なお、候補画像として決定された医用
画像が複数存在する場合には、当該医用画像の各々について取得されたフュージョン実績
（回数）の多い順に並び替えるものとする。
【００５２】
　候補決定部１４は、このように外部メディアに格納されている複数の医用画像の並べ替
えを行うことにより、当該複数の医用画像を表すデータのリスト（一覧）を作成する。な
お、この候補決定部１４によって作成されたリストにおいて、上記したステップＳ３にお
いて特定された医用画像（フュージョン機能において利用されない医用画像）は除外され
ている。
【００５３】
　表示部１５は、候補決定部１４によって作成されたリストを表示する（ステップＳ６）
。
【００５４】
　ここで、図３は、表示部１５によって表示されたリストの一例を示す。図３に示すリス
ト２０には、医用画像を表すデータ２１～２４が表示されている。なお、図３において、
医用画像を表すデータ２１～２４は、当該医用画像の付帯情報（ここでは、ＩＤ、名前、
検査日、モダリティ、機種名）及び実績を含む。
【００５５】
　ＩＤは、医用画像が撮像された被検体（患者）を識別するための識別情報である。名前
は、対応づけられているＩＤによって識別される被検体の名前である。検査日は、医用画
像が撮像された日（撮像日）を示す。モダリティは、医用画像を撮像した医用画像診断装
置の種別（例えば、ＣＴやＭＲ等）を示す。実績は、医用画像に対して候補決定部１４に
よって決定されたフュージョン実績（回数）である。
【００５６】
　ここで、超音波検査が行われた被検体がＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体である
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場合を想定する。この場合、図３に示すように、ＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体
を撮像することによって得られた医用画像であって実績（フュージョン実績）の多い医用
画像を表すデータ２１及び２２が優先的に表示されている（つまり、上位にランキングさ
れる）。
【００５７】
　また、図３に示すように、データ２１及び２２は、フュージョン実績（回数）の多い順
に表示されている。
【００５８】
　なお、図３に示すリスト２０において、候補画像として決定された医用画像を表すデー
タではないが、例えばデータ２３及び２４は、コメントを含む。このコメントにおいては
、例えば医用画像がフュージョン機能において利用される場合に一部制限がある場合に当
該制限に関する文字情報（例えば、「制限を受ける機能」や「当該制限の理由」等）が記
述される。なお、この文字情報は、取込対象画像の付帯情報をチェックし、制限を受ける
機能の有無を判定することによって決定される。例えば、取込対象検査・画像について、
要求するタグはすべて格納されているが、装置として初見の機種であった場合、画像計測
の精度検証が保証できないという観点からリスクヘッジのため、計測操作を制限するよう
なことがあったとする。その場合、上記生成処理により、コメントとして、「システムと
して計測検証がされていない検査データにつき、計測機能不可」といった情報を生成し、
表示する。
【００５９】
　このように本実施形態においては、超音波診断装置１０等で取り扱ったことのあるフュ
ージョン実績（回数）及び当該超音波診断装置１０等で取り扱ったことがある機種名等の
情報を用いて外部メディアに格納されている医用画像（を表すデータ）がランキングされ
て表示される。これにより、操作者は、外部メディアに格納されている複数の医用画像の
中から適切な医用画像（つまり、フュージョン機能において利用すべき他モダリティ画像
）を容易に認識することができる。
【００６０】
　なお、図３に示す例では、医用画像を表すデータがＩＤ、名前、検査日、モダリティ、
機種名、実績及びコメントを含むものとして説明したが、医用画像を表すデータは当該医
用画像を特定できるものであればよく、ＩＤ、名前、検査日、モダリティ、機種名、実績
及びコメントの全てが含まれていなくてもよいし、他の情報が含まれていても構わない。
以下の各実施形態においても同様である。
【００６１】
　再び図２に戻ると、操作者は、表示部１５によって表示されたリストにおいて表示され
ている複数のデータによって表される複数の医用画像の中からフュージョン機能において
利用すべき医用画像（他モダリティ画像）を選択する操作を行うことができる。
【００６２】
　この場合、データ取込部１６は、操作者によって選択された医用画像（他モダリティ画
像）をデータ記憶部１７に取り込む（ステップＳ７）。
【００６３】
　一方、ステップＳ２において超音波診断装置１０がフュージョン機能を有していないと
判定された場合、ステップＳ３～Ｓ５の処理は実行されず、ステップＳ６の処理が実行さ
れる。なお、この場合には、外部メディアに格納されている複数の医用画像（を表すデー
タ）が、例えば当該医用画像の付帯情報に含まれるＩＤ（つまり、患者）や検査日等でソ
ートされてリスト表示される。
【００６４】
　ここでは、検査情報保持部１２に保持されている実績情報には、単に機種名及びフュー
ジョン機能において利用された回数が対応づけて含まれているものとして説明したが、例
えば機種名（ＣＴまたはＭＲ等のモダリティ）と撮像部位等との組み合わせとフュージョ
ン機能において利用された回数（つまり、当該機種名の医用画像診断装置によって撮像さ
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れた特定の撮像部位の他モダリティ画像がフュージョン機能において用いられた回数）と
が対応づけて含まれていても構わない。この場合、上記した医用画像のフュージョン実績
は、当該医用画像の付帯情報に含まれる機種名と撮像部位との組み合わせに対応づけて実
績情報に含まれている回数とすればよい。
【００６５】
　上記したように本実施形態においては、外部メディアが接続された場合に、フュージョ
ン機能を超音波診断装置１０が有しているかを判定し、当該フュージョン機能を有してい
ると判定された場合、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうちの超音波画像
と同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を、当該医用画像の付帯情報に
基づいて決定し、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうちの当該決定された
医用画像を表すデータを優先的に表示し、当該表示されたデータによって表される医用画
像のうち操作者によって選択された医用画像を外部メディアから取り込む構成により、外
部メディアに格納されている複数の医用画像のうち操作者がフュージョン機能において利
用すべき他モダリティ画像の候補となる医用画像を容易に認識することができ、このよう
な医用画像（他モダリティ画像）を効率的に超音波診断装置１０に取り込むことができる
ため、データ取込時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００６６】
　具体的には、本実施形態においては、外部メディアに格納されている医用画像の付帯情
報に含まれる機種名が検査情報保持部１２に保持されている（実績情報に含まれる）場合
に当該医用画像を超音波画像と同時表示される他モダリティ画像の候補として決定し、当
該決定された医用画像を、当該医用画像の付帯情報に含まれる機種名に対応づけて当該実
績情報に含まれる回数の多い順に優先的に表示することにより、操作者は、フュージョン
実績が多い候補画像を容易に認識し、このような医用画像を効率的に超音波診断装置１０
に取り込むことができる。
【００６７】
　なお、本実施形態においては、超音波検査中に医用画像を取り込む場合について主に説
明したが、例えば超音波検査中以外であっても外部メディアに格納されている医用画像（
のリスト）を確認する際に上記したようにフュージョン実績に基づく医用画像を優先的に
表示するような構成であっても構わない。更に、医用画像を取り込む場合のみではなく、
フュージョン機能に用いる医用画像（つまり、フュージョン機能において超音波画像と同
時表示する他モダリティ画像）を選択するような場合にも本実施形態は適用可能である。
【００６８】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。なお、本実施形態に係る超音波診断装置の構
成は前述した第１の実施形態と同様であるため、適宜、図１を用いて説明する。
【００６９】
　本実施形態においては、超音波検査において生成された超音波画像とフュージョン機能
において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を、当該超音波画像及び
当該医用画像の撮像部位に基づいて決定する点が、前述した第１の実施形態とは異なる。
【００７０】
　以下、図４のフローチャートを参照して、本実施形態に係る超音波診断装置１０の処理
手順について説明する。なお、前述した第１の実施形態と異なる部分について主に述べる
。
【００７１】
　ここでは、検査実施部１１によって超音波検査が実施され、被検体に関する超音波画像
が生成されて、例えばモニタ等に表示されているものとする。このとき、検査実施部１１
による超音波検査に関する検査情報が検査情報保持部１２に保持される。この検査情報保
持部１２に保持される検査情報には、検査実施部１１によって生成された超音波画像の撮
像部位等が含まれる。
【００７２】
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　ここで、超音波診断装置１０に対して接続部１８に外部メディアが接続されたものとす
る。この場合、前述した図２のステップＳ１～Ｓ３の処理に相当するステップＳ１１～Ｓ
１３の処理が実行される。なお、超音波診断装置１０に対して接続された外部メディアに
は、複数の医用画像及び当該医用画像の付帯情報が格納されているものとする。また、医
用画像の付帯情報には、前述した第１の実施形態と同様に、当該医用画像が撮像された被
検体（患者）を識別するためのＩＤや名前、当該医用画像が撮像された撮像日（検査日）
、当該医用画像が撮像された被検体の撮像部位、当該医用画像を撮像した医用画像診断装
置の種別（モダリティ）、当該医用画像診断装置の機種名等が含まれる。
【００７３】
　ステップＳ１３の処理が実行されると、候補決定部１４は、外部メディアに格納されて
いる複数の医用画像のうち、検査実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョ
ン機能において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像（以下、候補画像
と表記）を決定する。候補決定部１４は、接続部１８に接続された外部メディアに格納さ
れている複数の医用画像のうちから、複数の候補画像を決定する（ステップＳ１４）。
【００７４】
　この場合、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、
検査実施部１１によって生成された超音波画像の撮像部位と一致する撮像部位の医用画像
を候補画像として決定する。具体的には、候補決定部１４は、検査情報保持部１２に保持
されている検査情報に含まれる撮像部位が外部メディアに格納されている医用画像の付帯
情報に含まれる撮像部位と一致する場合、当該医用画像を候補画像として決定する。なお
、例えば検査情報に撮像部位が直接的に含まれていないような場合であっても当該撮像部
位を特定可能な情報が含まれている場合には、当該情報によって特定された撮像部位に基
づいて候補画像が決定されればよい。具体的には、撮像部位を特定可能な情報として例え
ば「産婦人科」等の情報が検査情報に含まれている場合には、当該情報から撮像部位を「
腹部」と特定できる。この場合には、付帯情報に撮像部位として「腹部」が含まれている
医用画像を候補画像として決定すればよい。
【００７５】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、候補
画像として決定された医用画像が優先的に表示されるように並び替えを行う（ステップＳ
１５）。この場合、候補決定部１４は、候補画像として決定された医用画像が他の医用画
像に比べて上位に配置されるように並び替えを行う。なお、候補画像として決定された医
用画像が複数存在する場合、当該複数の医用画像は、例えば当該医用画像の付帯情報に含
まれる検査日の降順に並び替えてもよいし、前述した第１の実施形態におけるフュージョ
ン実績（回数）の多い順に並び替えても構わない。
【００７６】
　以下、前述した図２に示すステップＳ６及びＳ７の処理に相当するステップＳ１６及び
Ｓ１７の処理が実行される。
【００７７】
　ここで、図５は、表示部１５によって表示されたリストの一例を示す。図５に示すリス
ト３０には、医用画像を表すデータ３１～３３が表示されている。なお、図５において、
医用画像を表すデータ３１～３３は、当該医用画像の付帯情報（ここでは、ＩＤ、名前、
検査日、撮像部位、モダリティ、機種名）及び実績（フュージョン実績）を含む。
【００７８】
　撮像部位は、医用画像が撮像された被検体の部位を示す。なお、ＩＤ、名前、検査日、
モダリティ、機種名及び実績については、前述した第１の実施形態において説明した通り
であるため、その詳しい説明を省略する。
【００７９】
　ここで、超音波検査が行われた被検体がＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体であり
、当該超音波検査によって生成された超音波画像の撮像部位が「腹部」である場合を想定
する。この場合、図５に示すように、ＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体を撮像する
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ことによって得られた医用画像であって撮像部位が「腹部」である医用画像を表すデータ
３１及び３２が優先的に表示されている（つまり、上位にランキングされる）。また、図
５に示す例では、データ３１及び３２は、検査日の降順に表示されている。
【００８０】
　このように超音波検査における撮像部位が「腹部（Ａｂｄｏｍｅｎ）」である場合にお
いて、外部メディアからデータ（医用画像）を取り込む場合には、当該撮像部位が「腹部
」である医用画像（つまり、撮像部位が一致する医用画像）が上位にランキングされて表
示される。
【００８１】
　上記したように本実施形態においては、検査実施部１１によって生成された超音波画像
の撮像部位が外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報に含まれる撮像部位と一
致する場合に、当該医用画像を当該超音波画像と同時表示される他モダリティ画像の候補
として決定し、当該決定された医用画像を表すデータを優先的に表示する構成により、操
作者は、超音波画像と撮像部位が一致する候補画像を容易に認識し、このような医用画像
を効率的に超音波診断装置１０に取り込むことができる。
【００８２】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。なお、本実施形態に係る超音波診断装置の構
成は前述した第１の実施形態と同様であるため、適宜、図１を用いて説明する。
【００８３】
　本実施形態においては、超音波検査において生成された超音波画像とフュージョン機能
において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を、超音波画像が生成さ
れた際の画像モードに基づいて決定する点が、前述した第１及び第２の実施形態とは異な
る。
【００８４】
　以下、図６のフローチャートを参照して、本実施形態に係る超音波診断装置１０の処理
手順について説明する。なお、前述した第１及び第２の実施形態と異なる部分について主
に述べる。
【００８５】
　ここでは、検査実施部１１によって超音波検査が実施され、被検体に関する超音波画像
が生成されて、例えばモニタ等に表示されているものとする。このとき、検査実施部１１
による超音波検査に関する検査情報が検査情報保持部１２に保持される。この検査情報保
持部１２に保持される検査情報には、検査実施部１１によって超音波画像が生成された際
に適用された画像モード（動作モード）等が含まれる。なお、超音波画像が生成された際
に適用された画像モードは、例えば血流診断検査を行うためのドプラモードや造影剤検査
を行うためのＭＦＩモード等を含む。このＭＦＩモードは、再灌流法と最大値保持法とを
組み合わせることによって、微細な血管構造を明瞭に可視化する造影表示モードである。
なお、画像モードとしては、ドプラモード及びＭＦＩモード以外にも例えばＢモードやＭ
モード等が存在する。
【００８６】
　ここで、接続部１８に外部メディアが接続されたものとする。この場合、前述した図２
のステップＳ１～Ｓ３の処理に相当するステップＳ２１～Ｓ２３の処理が実行される。な
お、超音波診断装置１０に対して接続された外部メディアには、複数の医用画像及び当該
医用画像の付帯情報が格納されているものとする。また、医用画像の付帯情報には、当該
医用画像が撮像された被検体（患者）を識別するためのＩＤや名前、当該医用画像が撮像
された撮像日（検査日）、当該医用画像の種別、当該医用画像を撮像した医用画像診断装
置の種別（モダリティ）、当該医用画像診断装置の機種名等が含まれる。この医用画像の
付帯情報に含まれる当該医用画像の種別には、例えばパフュージョン（臓器灌流解析）が
行われることによって得られるパフュージョン画像（Ｐｅｒｆｕｓｉｏｎ）等が含まれる
。
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【００８７】
　ステップＳ２３の処理が実行されると、候補決定部１４は、外部メディアに格納されて
いる複数の医用画像のうち、検査実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョ
ン機能において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像（以下、候補画像
と表記）を決定する。候補決定部１４は、接続部１８に接続された外部メディアに格納さ
れている複数の医用画像のうちから、複数の候補画像を決定する（ステップＳ２４）。
【００８８】
　この場合、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、
検査実施部１１によって超音波画像が生成された際の画像モードに対応する医用画像の種
別と一致する種別の医用画像を候補画像として決定する。具体的には、候補決定部１４は
、検査情報保持部１２に保持されている検査情報に含まれる画像モードに対応する医用画
像の種別が外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報に含まれる当該医用画像の
種別と一致する場合、当該医用画像を候補画像として決定する。なお、画像モードに対応
する医用画像の種類は、超音波画像が生成される際に適用される当該画像モード毎に予め
定められている。具体的には、画像モードが上記したドプラモードやＭＦＩモードである
場合、当該画像モードに対応する医用画像の種類としては、同様に血流診断や造影剤検査
時に参照されるパフュージョン画像が予め定められている。
【００８９】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、候補
画像として決定された医用画像が優先的に表示されるように並び替えを行う（ステップＳ
２５）。なお、候補画像として決定された医用画像が複数存在する場合、当該複数の医用
画像は、例えば当該医用画像の付帯情報に含まれる検査日の降順に並び替えてもよいし、
前述した第１の実施形態におけるフュージョン実績（回数）の多い順に並び替えても構わ
ない。
【００９０】
　以下、前述した図２に示すステップＳ６及びＳ７の処理に相当するステップＳ２６及び
Ｓ２７の処理が実行される。
【００９１】
　ここで、図７は、表示部１５によって表示されたリストの一例を示す。図７に示すリス
ト４０には、医用画像を表すデータ４１～４３が表示されている。なお、図７において、
医用画像を表すデータ４１～４３は、当該医用画像の付帯情報（ここでは、ＩＤ、名前、
検査日、種別、モダリティ、機種名）及び実績（フュージョン実績）を含む。
【００９２】
　種別は、上記したパフュージョン画像等の医用画像の種別を示す。なお、ＩＤ、名前、
検査日、モダリティ、機種名及び実績については、前述した第１の実施形態において説明
した通りであるため、その詳しい説明を省略する。
【００９３】
　ここで、超音波検査が行われた被検体がＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体であり
、超音波検査によって超音波画像が生成された際の画像モードが例えばドプラモードであ
り、当該ドプラモードに対応する医用画像の種別がパフュージョン画像として予め定めら
れている場合を想定する。この場合、図７に示すように、ＩＤ「ＡＡ」によって識別され
る被検体を撮像することによって得られた医用画像であって医用画像の種別が「パフュー
ジョン」である医用画像を表すデータ４１及び４２が優先的に表示されている（つまり、
上位にランキングされる）。また、図７に示す例では、データ４１及び４２は、検査日の
降順に表示されている。
【００９４】
　このように超音波診断装置１０においてドプラモードで血流診断検査を行っている場合
や造影剤検査（ＭＦＩモード）を行っている場合に、外部メディアからデータ（医用画像
）を取り込む際には、当該血流診断や造影剤検査時に参照されるパフュージョン画像が優
先的に上位にランキングされて表示される。
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【００９５】
　上記したように本実施形態おいては、検査実施部１１によって超音波画像が生成された
際の画像モードに対して予め定められている医用画像の種別が外部メディアに格納されて
いる医用画像の付帯情報に含まれる当該医用画像の種別と一致する場合に、当該医用画像
を超音波画像と同時表示される他モダリティ画像の候補として決定し、当該決定された医
用画像を表すデータを優先的に表示する構成により、操作者は、所定のモードで生成され
た超音波画像と同時に参照される場合の多い種別の医用画像を容易に認識し、このような
医用画像を効率的に超音波診断装置１０に取り込むことができる。
（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。なお、本実施形態に係る超音波診断装置の構
成は前述した第１の実施形態と同様であるため、適宜、図１を用いて説明する。
【００９６】
　本実施形態においては、超音波検査において生成された超音波画像とフュージョン機能
において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を、過去の穿刺治療検査
日（治療日）に基づいて決定する点が、前述した第１～第３の実施形態とは異なる。
【００９７】
　以下、図８のフローチャートを参照して、本実施形態に係る超音波診断装置１０の処理
手順について説明する。なお、前述した第１～第３の実施形態と異なる部分について主に
述べる。
【００９８】
　ここでは、検査実施部１１によって超音波検査が実施され、被検体に関する超音波画像
が生成されて、例えばモニタ等に表示されているものとする。このとき、検査実施部１１
による超音波検査に関する検査情報が検査情報保持部１２に保持される。
【００９９】
　また、検査情報保持部１２には、例えば超音波診断装置１０において過去に実施された
穿刺治療に関する情報（以下、穿刺治療履歴情報と表記）が保持されている。図９は、穿
刺治療履歴情報のデータ構造の一例を示す。図９に示すように、穿刺治療履歴情報には、
穿刺治療履歴に対応づけて、被検体（患者）の名前（またはＩＤ）、当該被検体に対して
穿刺治療が行われた日（治療実施日）及びフュージョン機能において利用された画像（利
用画像）が含まれている。
【０１００】
　ここで、接続部１８に外部メディアが接続されたものとする。この場合、前述した図２
のステップＳ１～Ｓ３の処理に相当するステップＳ３１～Ｓ３３の処理が実行される。な
お、超音波診断装置１０に対して接続された外部メディアには、複数の医用画像及び当該
医用画像の付帯情報が格納されているものとする。また、医用画像の付帯情報には、当該
医用画像が撮像された被検体（患者）を識別するためのＩＤや名前、当該医用画像が撮像
された撮像日（検査日）、当該医用画像が撮像された被検体の撮像部位、当該医用画像を
撮像した医用画像診断装置の種別（モダリティ）、当該医用画像診断装置の機種名等が含
まれる。
【０１０１】
　ステップＳ３３の処理が実行されると、候補決定部１４は、外部メディアに格納されて
いる複数の医用画像のうち、検査実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョ
ン機能において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像（以下、候補画像
と表記）を決定する。候補決定部１４は、接続部１８に接続された外部メディアに格納さ
れている複数の医用画像のうちから、複数の候補画像を決定する（ステップＳ３４）。
【０１０２】
　この場合、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、
過去の穿刺治療日に対応する日付に撮像された医用画像を候補画像として決定する。具体
的には、候補決定部１４は、検査情報保持部１２に保持されている穿刺治療履歴情報に含
まれる治療日が外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報に含まれている検査日
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（撮像日）と一致する場合、当該医用画像を候補画像として決定する。
【０１０３】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、候補
画像として決定された医用画像が優先的に表示されるように並び替えを行う（ステップＳ
３５）。なお、過去に複数回の穿刺治療が行われており、候補画像として決定された医用
画像が複数存在する場合、当該複数の医用画像は、例えば当該医用画像の付帯情報に含ま
れる検査日（つまり、穿刺治療日）の昇順に並び替えられるものとする。
【０１０４】
　以下、前述した図２に示すステップＳ６及びＳ７の処理に相当するステップＳ３６及び
Ｓ３７の処理が実行される。
【０１０５】
　ここで、図１０は、表示部１５によって表示されたリストの一例を示す。図１０に示す
リスト５０には、医用画像を表すデータ５１～５４が表示されている。なお、図１０にお
いて、医用画像を表すデータ５１～５４は、当該医用画像の付帯情報（ここでは、ＩＤ、
名前、検査日、撮像部位、モダリティ、機種名）を含む。
【０１０６】
　なお、ＩＤ、名前、検査日、撮像部位、モダリティ及び機種名については、前述した第
１の実施形態において説明した通りであるため、その詳しい説明を省略する。
【０１０７】
　ここで、超音波検査が行われた被検体がＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体であり
、過去の穿刺治療日が図９に示すように「２０１０／０２／２２」、「２０１０／０８／
０１」及び「２０１０／１０／１０」である場合を想定する。この場合、図１０に示すよ
うに、ＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体を撮像することによって得られた医用画像
であって検査日が「２０１０／０２／２２」、「２０１０／０８／０１」及び「２０１０
／１０／１０」である医用画像を表すデータ５１～５３が優先的に表示されている（つま
り、上位にランキングされる）。また、図１０に示す例では、データ５１～５３は、検査
日（つまり、穿刺治療日）の昇順に表示されている。
【０１０８】
　このように超音波検査において穿刺治療検査を複数回実施しているような場合において
、外部メディアからデータ（医用画像）を取り込む際には、当該複数回の穿刺治療日に対
応した日付に撮像された医用画像が上位にランキングされて表示される。
【０１０９】
　ここでは、候補画像として決定された医用画像を表すデータがリストにおいて優先的に
表示されるものとして説明したが、穿刺治療日と医用画像との対応関係を把握しやすいよ
うにリストとともに図９に示す穿刺治療履歴情報を表示する構成とすることも可能である
。この場合、穿刺治療履歴情報及びリストの対応するデータ間で表示色を合わせるように
することが好ましい。これにより、穿刺治療日と医用画像との対応関係をより容易に把握
することができる。
【０１１０】
　上記したように本実施形態においては、検査情報保持部１２に保持されている穿刺治療
履歴情報に含まれる治療日が外部メディアに格納されている医用画像の付帯情報に含まれ
ている撮像日（検査日）と一致する場合に、当該医用画像を超音波画像と同時表示される
他モダリティ画像の候補として決定し、当該決定された医用画像を表すデータを優先的に
表示する構成により、操作者は、過去の穿刺治療時に参照された可能性の高い医用画像（
他モダリティ画像）を容易に認識し、このような医用画像を効率的に超音波診断装置１０
に取り込むことができる。
【０１１１】
　以上説明した実施形態によれば、他モダリティ画像の効率的な取り込みを可能とする超
音波診断装置及び医用画像取込方法を提供することが可能となる。
（第５の実施形態）
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　次に、第５の実施形態について説明する。なお、本実施形態に係る超音波診断装置の構
成は前述した第１の実施形態と同様であるため、適宜、図１を用いて説明する。
【０１１２】
　本実施形態においては、超音波検査において生成された超音波画像とフュージョン機能
において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像を、穿刺治療履歴情報に
基づいて決定する点が、前述した第１～第４の実施形態とは異なる。穿刺治療履歴情報は
、先述したように、対象とする被検体の過去の治療と当該治療においてフュージョン機能
において利用された画像（利用画像）とを関連づけた表である。
【０１１３】
　以下、図１１のフローチャートを参照して、本実施形態に係る超音波診断装置１０の処
理手順について説明する。なお、前述した第１～第４の実施形態と異なる部分について主
に述べる。
【０１１４】
　ここでは、検査実施部１１によって超音波検査が実施され、被検体に関する超音波画像
が生成されて、例えばモニタ等に表示されているものとする。このとき、検査実施部１１
による超音波検査に関する検査情報が検査情報保持部１２に保持される。また、検査情報
保持部１２には、穿刺治療履歴情報が保持されている。図９に示すように、穿刺治療履歴
情報には、穿刺治療履歴に対応づけて、被検体（患者）の名前（またはＩＤ）、当該被検
体に対して穿刺治療が行われた日（治療実施日）及びフュージョン機能において利用され
た画像（利用画像）を示す情報が含まれている。
【０１１５】
　ここで、接続部１８に外部メディアが接続されたものとする。この場合、前述した図２
のステップＳ１～Ｓ３の処理に相当するステップＳ４１～Ｓ４３の処理が実行される。な
お、超音波診断装置１０に対して接続された外部メディアには、複数の医用画像及び当該
医用画像の付帯情報が格納されているものとする。また、医用画像の付帯情報には、当該
医用画像が撮像された被検体（患者）を識別するためのＩＤや名前、当該医用画像が撮像
された撮像日（検査日）、当該医用画像が撮像された被検体の撮像部位、当該医用画像を
撮像した医用画像診断装置の種別（モダリティ）、当該医用画像診断装置の機種名等が含
まれる。
【０１１６】
　ステップＳ４３の処理が実行されると、候補決定部１４は、外部メディアに格納されて
いる複数の医用画像のうち、検査実施部１１によって生成された超音波画像とフュージョ
ン機能において同時表示される他モダリティ画像の候補となる医用画像（以下、候補画像
と表記）を決定する。本実施形態において、候補決定部１４は、穿刺治療検査において医
用画像がフュージョン機能において利用された実績に基づく候補画像を決定する（ステッ
プＳ４４）。
【０１１７】
　この場合、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、
過去の穿刺治療検査においてフュージョン機能に利用された実績のある医用画像を候補画
像として決定する。具体的には、候補決定部１４は、検査情報保持部１２に保持されてい
る穿刺治療履歴情報に含まれる利用画像項目に基づいて生成された、図１２のリスト６０
における当該治療での利用実績を示すフラグの付与された医用画像を候補画像として決定
する。図１２のリスト６０における利用実績を示すフラグについては後に詳述する。
【０１１８】
　次に、候補決定部１４は、外部メディアに格納されている複数の医用画像のうち、候補
画像として決定された医用画像が優先的に表示されるように並び替えを行う（ステップＳ
４５）。なお、過去に複数回の穿刺治療が行われており、候補画像として決定された医用
画像が複数存在する場合、当該複数の医用画像は、例えば当該医用画像の付帯情報に含ま
れる検査日（つまり、穿刺治療日）の昇順に並び替えられるものとする。
【０１１９】
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　以下、前述した図２に示すステップＳ６及びＳ７の処理に相当するステップＳ４６及び
Ｓ４７の処理が実行される。
【０１２０】
　ここで、図１２は、表示部１５によって表示されたリストの一例を示す。図１２に示す
リスト６０には、医用画像を表すデータ６１～６４が表示されている。なお、図１２にお
いて、医用画像を表すデータ６１～６４は、当該医用画像の付帯情報（ここでは、ＩＤ、
名前、検査日、撮像部位、モダリティ、機種名）及び当該治療における利用実績を示すフ
ラグを含む。
【０１２１】
　ここで、超音波検査が行われた被検体がＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体であり
、過去の穿刺治療日が図９に示すように「２０１０／０２／２２」、「２０１０／０８／
０１」及び「２０１０／１０／１０」である場合を想定する。この場合、図１２に示すよ
うに、ＩＤ「ＡＡ」によって識別される被検体を撮像することによって得られた医用画像
であって当該治療における利用実績を示すフラグが付与された医用画像を表すデータ６１
～６３が優先的に表示されている（つまり、上位にランキングされる）。また、図１２に
示す例では、データ６１～６３は、検査日（つまり、穿刺治療日）の昇順に表示されてい
る。
【０１２２】
　このように超音波検査において穿刺治療検査を複数回実施しているような場合において
、外部メディアからデータ（医用画像）を取り込む際には、当該治療においてフュージョ
ン機能に利用された実績のある医用画像が上位にランキングされて表示される。
【０１２３】
　上記したように本実施形態においては、検査情報保持部１２に保持されている穿刺治療
履歴情報に含まれる治療でフュージョン機能において利用された実績がある医用画像を超
音波画像と同時表示される他モダリティ画像の候補として決定し、当該決定された医用画
像を表すデータを優先的に表示する構成により、操作者は、過去の穿刺治療時に参照され
た可能性の高い医用画像（他モダリティ画像）を容易に認識し、このような医用画像を効
率的に超音波診断装置１０に取り込むことができる。
【０１２４】
　以上説明した実施形態によれば、他モダリティ画像の効率的な取り込みを可能とする医
用画像処理装置、超音波診断装置及び医用画像取込方法を提供することが可能となる。
【０１２５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【０１２６】
　上記実施形態は、例えば、以下の付記のように記載され得る。　
　［１］　外部の記憶媒体を接続するための接続部と、
　検査対象画像と比較画像とを並列表示する機能の実施の有無を判定する判定部と、
　前記判定部により判定された前記機能の実施の有無に応じて、前記接続部に接続された
外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像のうち前記比較画像の候補となる複数の
医用画像を決定する決定部と、
　前記決定された複数の医用画像が優先的に配列されたリストを表示する表示部と、
　前記リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択された医用画像を、前記比較
画像として前記接続部に接続された外部の記憶媒体から取り込む取込部と、
　を具備する医用画像処理装置。　
　［２］　前記リストは、前記機能において利用された回数の多い順に複数の医用画像が
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配列されたリストである、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［３］　前記決定部は、前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている複数
の医用画像のうち、過去に前記機能において前記比較画像として用いられた実績のある医
用画像の付帯情報に含まれる機種名と一致する付帯情報を有する医用画像を前記比較画像
の候補となる医用画像として決定する、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［４］　前記決定部は、前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている複数
の医用画像のうち、前記医用画像の付帯情報に含まれる撮像部位が前記検査対象画像の撮
像部位と一致する付帯情報を有する医用画像を前記比較画像の候補となる医用画像として
決定する、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［５］　前記決定部は、前記外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像のうち、
前記医用画像の付帯情報に含まれる当該医用画像の種別が、前記検査対象画像の付帯情報
に含まれる種別に予め関連づけられた他の種別と一致する付帯情報を有する医用画像を前
記比較画像の候補となる医用画像として決定する、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［６］　前記決定部は、前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている複数
の医用画像のうち、前記医用画像の付帯情報に含まれる撮像日が前記検査画像の対象であ
る被検体の過去の治療日と一致する付帯情報を有する医用画像を前記比較画像の候補とな
る医用画像として決定する、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［７］　対象とする被検体の過去の治療と当該治療において前記比較画像として利用さ
れた医用画像とを関連づけた治療履歴表を保持する保持部をさらに備え、
　前記決定部は、前記治療履歴表に基づいて前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格
納されている複数の医用画像から前記比較画像の候補となる医用画像を決定する、［１］
に記載の医用画像処理装置。　
　［８］　前記決定部は、前記外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像のうち、
前記治療履歴表に記される前記比較画像として利用された実績のある医用画像を前記比較
画像の候補となる医用画像として決定する、［７］に記載の医用画像処理装置。　
　［９］　過去に前記機能において利用された比較画像を撮像した撮像装置の機種名と、
当該撮像装置によって撮像された医用画像が前記機能において利用された回数とを対応づ
けて保持する保持部を更に具備し、
　前記医用画像の付帯情報は、当該医用画像を撮像した撮像装置の機種名を含み、
　前記決定部は、前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている医用画像の付
帯情報に含まれる機種名が前記保持部に保持されている場合、当該医用画像を前記比較画
像の候補として決定し、
　前記表示部は、前記決定された医用画像を、当該医用画像の付帯情報に含まれる機種名
に対応づけて前記保持部に保持されている前記回数の多い順に表示する、［１］に記載の
医用画像処理装置。　
　［１０］　前記医用画像の付帯情報は、当該医用画像の撮像部位を含み、
　前記決定部は、前記検査対象画像の撮像部位が前記接続部に接続された外部の記憶媒体
に格納されている医用画像の付帯情報に含まれる撮像部位と一致する場合、当該医用画像
を前記比較画像の候補として決定する、［１］に記載の医用画像処理装置。　
　［１１］　前記医用画像の付帯情報は、当該医用画像の種別を含み、
　前記決定部は、前記検査対象画像の種別に対して予め定められている他の種別が前記接
続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている医用画像の付帯情報に含まれる当該医
用画像の種別と一致する場合、当該医用画像を前記比較画像の候補として決定する、［１
］に記載の医用画像処理装置。　
　［１２］　対象とする被検体の過去の治療日を保持する保持部を更に具備し、
　前記医用画像の付帯情報は、当該医用画像が撮像された撮像日を含み、
　前記決定部は、前記保持部に保持されている治療日が前記外部の記憶媒体に格納されて
いる医用画像の付帯情報に含まれる撮像日と一致する場合、当該医用画像を前記検査対象
画像と並列表示される前記比較画像の候補として決定する、［１］に記載の医用画像処理
装置。　
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　［１３］　前記表示部は、前記接続部に接続された外部の記憶媒体に格納されている複
数の医用画像のうち前記機能に利用されない医用画像を非表示とする、［１］に記載の医
用画像処理装置。　
　［１４］　超音波プローブを介して被検体に対して超音波を送受信することによって得
られるエコー信号に基づいて超音波画像を生成する超音波診断装置において、
　外部の記憶媒体を接続するための接続部と、
　前記超音波画像と他モダリティにおいて撮影された比較画像とを並列表示する機能の実
施の有無を判定する判定部と、
　前記判定部により判定された前記機能の実施の有無に応じて、前記接続部に接続された
外部の記憶媒体に格納されている複数の医用画像のうち前記比較画像の候補となる複数の
医用画像を決定する決定部と、
　前記決定された複数の医用画像が優先的に配列されたリストを表示する表示部と、
　前記リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択された医用画像を、前記接続
部に接続された外部の記憶媒体から取り込む取込部と、
　を具備する超音波診断装置。　
　［１５］　検査対象画像に並列して表示される比較画像を医用画像処理装置に取り込む
医用画像取込方法であって、
　複数の医用画像が格納された外部の記憶媒体が前記医用画像処理装置に接続された場合
に、前記検査対象画像と比較画像とを並列表示する機能の実施の有無を判定し、
　前記判定された前記機能の実施の有無に応じて、前記接続された外部の記憶媒体に格納
されている複数の医用画像のうち前記比較画像の候補となる複数の医用画像を決定し、
　前記決定された複数の医用画像が優先的に配列されたリストを表示し、
　前記リストに含まれる医用画像のうち操作者によって選択された医用画像を、前記接続
された外部の記憶媒体から取り込む、
　ことを具備する医用画像取込方法。
【符号の説明】
【０１２７】
　１０…超音波診断装置、１２…検査情報保持部、１３…データチェック部、１４…候補
決定部、１５…表示部、１６…データ取込部、１７…データ格納部、１８…接続部。
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